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重 要
ニュースレポート中央会電子化等に伴う

メールアドレス提出のお願い
　このたび当会では、情報発信の迅速化およびデジタル化への対応として、令和8年5月号
より、ニュースレポート中央会を電子化することとしました。これに伴い、誠に勝手ながら
令和8年4月号をもちまして紙媒体の送付を終了いたします。
　これまでも提出についてお知らせしてきましたが、ニュースレポート中央会を発行した際
や当会からのご案内などの通知を、受信するためのメールアドレス提出にご協力をお願いし
ます。また、組合事務局にメールアドレスがない場合、会報誌・案内等をお届けできなくな
りますので、連絡メールを受信されるご担当の役職員等をお決めいただき、どなたか1名は
必ずご登録をお願いします。
　詳しい登録方法は、同封しております別紙をご覧ください。なお、すでに提出いただいて
いる組合は、変更がない場合の再提出は不要です。



　当会では、令和7年8月6日（水）開催の「中央会創立 70 周年記念中小企業団体全道大会」で決議した要
望事項の実現を図るため、中小企業・小規模事業者の持続的発展に向け、実情に即した事業環境の整備や各
種支援策が継続的に講じられるよう、各支部役員、松浦専務理事及び職員が、市町長等へ説明に伺い、実現
に向けた協力の要請を次のとおり行いました。

令和7年度要望書による協力要請を行いました

要望書手交の様子

実施月日 要請先：（支部名） 実施月日 要請先：（支部名）

10 月 24 日 士別市（上川支部） 11 月 19 日 網走市（網走支部）

〃 名寄市（上川支部） 〃 紋別市（網走支部）

10 月 27 日 釧路市（釧根支部） 11 月 25 日 稚内市（宗谷支部）

〃 厚岸町（釧根支部） 11 月 28 日 旭川市（上川支部）

〃 弟子屈町（釧根支部） 12 月3日 遠軽町（網走支部）

10 月 28 日 標茶町（釧根支部） 〃 新得町（十勝支部）

10 月 29 日 石狩市（本部・連携支援部） 〃 帯広市（十勝支部）

11 月4日 室蘭市（胆振支部） 12 月8日 函館市（道南支部）

〃 豊浦町（胆振支部） 12 月 23 日 美唄市（空知支部）

11 月5日 苫小牧市（胆振支部） 〃 滝川市（空知支部）

10 月 24 日

士別市

10 月 24 日

名寄市

10 月 27 日

釧路市

10 月 27 日

厚岸町

10 月 27 日

弟子屈町

10 月 28 日

標茶町
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10 月 29 日

石狩市

11 月4日

室蘭市

11 月4日

豊浦町

11 月5日

苫小牧市

11 月 19 日

網走市

11 月 19 日

紋別市

11 月 25 日

稚内市

11 月 28 日

旭川市

12 月3日

遠軽町

12 月3日

新得町

12 月3日

帯広市

12 月8日

函館市

12 月 23 日

美唄市

12 月 23 日

滝川市
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官公需問題懇談会を開催しました

北海道と当会との意見交換会を開催しました

　当会では、令和7年 12 月 15 日（月）札幌ガーデンパレスにおいて、官公需適
格組合のさらなる活用の推進及び受注確保に向けた意見交換を行うため、北海
道官公需適格組合協議会（以下「適格協」という。）の協力のもと、官公需問題
懇談会を開催しました。
　懇談会は2部構成で行われ、はじめに適格協・佐藤安幸会長に開会挨拶をい
ただいた後、公正取引委員会事務総局北海道事務所総務課 総務係長 松原 大
樹氏、同 下請課 下請取引調査官 石田 光士氏を講師に迎え、「中小受託取引
適正化法（改正下請法）改正のポイントと労務費指針の概要について」と題して
研修会が行われました。法改正の趣旨や背景、対象となる取引や規模要件の追
加など主な改正ポイント、発注者側・受注者側のそれぞれに求められる行動指
針のほか、「令和7年度価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査」の結果に関
する解説などが行われました。
　第2部では、官公需適格組合における現状や、受注拡大に向けた意見交換が
行われ、大変有意義な懇談会となりました。
　懇談会終了後に行われた交流
懇親会では、和やかな雰囲気の
中、参加者は活発な情報交換を
通じて相互理解を深めました。
その後、適格協・藤山理事によ
る中締めの挨拶をもって、盛会
のうちに終了しました。

　令和7年 12 月 16 日（火）、北海道中小企業会館
において、北海道経済部との意見交換会を開催し
ました。
　当日は会長、副会長及び専務理事が出席し、冒
頭、髙橋会長から「長期化するエネルギー・原材
料価格高騰や価格転嫁への対応のほか、人口減少
による労働力不足に加え、働き方改革や最低賃金
に係る対応など、中小・小規模事業者にとって、課題が山積している。是非、私どもの意見を汲み取って、
施策の検討に役立ててほしい」と挨拶があり、当会より「中小企業連携組織に係る取組について」、北海
道より「北海道へのGX産業集積に向けた取組・支援について」の説明があった後、意見交換が行われま
した。
　意見交換では、「商品の値上げ分については価格転嫁できているが、人件費の上昇分や電気代の値上がり
分は転嫁できていない」、「人材を確保するために、賃上げのための補助金等を検討してもらいたい」、「運送
業において、北海道は都市間の距離が他地域に比べて長く、現行制度は非常に効率が悪い。地域の実情に
あった柔軟性のある制度にしてほしい」といった意見が出るなど、経営環境の実情が伝えられました。

北海道　水口経済部長

公正取引委員会事務総局
北海道事務所下請課　石田調査官

公正取引委員会事務総局
北海道事務所総務課　松原係長

適格協　佐藤会長

髙橋会長

官 公 需
TOPICS

中 央 会
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価格転嫁セミナーを開催しました
　令和7年 12 月1日（月）、札幌ガーデンパレスにおいて「今から知って
おきたい 来年1月施行『中小受託取引適正化法』の概要と円滑な価格転
嫁を実現するためのポイント」と題し、価格転嫁セミナーを開催しました。
　当日は、公正取引委員会事務総局北海道事務所の金森淳総務課長、前田
直樹経営研究所代表で中小企業診断士の前田直樹氏、当会連携支援部の
田口課長の3名が登壇し、会場とオンラインを合わせて 31 名が参加しま
した。
　はじめに、金森課長から1月に施行された「下請代金支払遅延等防止
法」を全面改正した「中小受託取引適正化法」について解説があり、発注
者・受注者それぞれの視点から今後求められる対応を示した上で、労務費
転嫁指針の認知度や労務費転嫁率等の変動を示すフォローアップ調査を踏
まえ、改正理由や内容について説明いただきました。
　続いて、前田代表から物価高騰により厳しさを増す経営環境への対応として、円滑な価格転嫁による利益
確保の手法が紹介され、原価管理の徹底による粗利・粗利率の把握で収益力を「見える化」すること、受注
前の原価積算により利益を確保できる見積価格を提示することで、価格交渉で適正価格への改定であること
を示す体制づくりの方法について説明いただきました。
　最後に、田口課長から大企業との取引における交渉力不足や中小企業が抱える価格交渉の課題の解決手段
として、中小企業組合による団体協約制度の概要について説明し、独占禁止法の適用除外となる点や定款の
規定など、価格転嫁の実効性を高める有効な制度として紹介しました。

　札幌生コンクリート協同組合（成田眞一理事長、組合員 21
名）が、北海道新聞社と連携し、「第2回 子どもフォトコンテ
スト」を実施しました。同コンテストは、日常生活の中で目
にするコンクリートの存在や役割に子どもたちが関心を持つ
きっかけづくりとして昨年度から取り組まれているものです。
　テーマは「暮らしの中のコンクリート」。道路や建物、橋
梁、公園施設など、身近にあるコンクリートに焦点を当て、
子どもたちならではの視点で捉えた作品が数多く寄せられ、
令和7年8月1日（金）から9月 30日（火）の間で、応募総数は
598 点と、昨年度の 458 点を大きく上回りました。
　受賞作品は、令和7年11月15日（土）の「生コンクリート記
念日」に、特設ウェブサイト、同組合及び北海道新聞社のホー
ムページで公開されたほか、札幌駅前通地下歩行空間（チカホ）での作品展示や令和7年12月 20日（土）には赤
れんが庁舎で表彰式も行われるなど、多くの市民が子どもたちの豊かな感性に触れられる機会となりました。
　同組合では、近年、若年層への業界理解促進や地域との関わりを深める様々な取組を積極的に進めてお
り、コンクリートが果たす社会的役割を、未来を担う子どもたちが身近に感じる機会として、今後も同コン
テストを継続実施していく予定です。

受賞者には表彰状と記念品が
贈呈された

チカホに展示された受賞作品

表彰式で挨拶する
成田理事長

第2回子どもフォトコンテストを開催！
札幌生コンクリート協同組合

公正取引委員会事務総局
北海道事務所　金森総務課長

中 央 会
TOPICS

組　合
TOPICS
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はじめに

　「下請法」という名前が消えたことをご存知でしょ
うか。2026年1月1日から、下請法は改正され、通称
「取適法（とりてきほう：中小受託取引適正化法）」とい
う新たな名称で施行されました。今回の改正は、単な
る名称変更にとどまりません。取引の公正化、特に昨
今の物価高や賃上げに対応するための「価格転嫁」を
強力に後押しする内容となっています。発注側・受注
側を問わず、すべての中小企業にとって影響の大き
いこの改正について、ポイントを絞って解説します。

そもそも「取適法」で何が変わるのか？

　これまでの下請法は、主に「資本金の額」で親事業
者（発注側）か下請事業者（受注側）かを区別していま
した。しかし、取適法ではこのルールが大きく変わり
ます。主な改正ポイントは以下の3点です。
1．適用対象の拡大（従業員数基準・運送委託の追加）
　これまでは資本金が小さければ規制の対象外とな
るケースがありましたが、新たに「従業員数」の基準
（※業種により300人または100人）が導入されます。
これにより、資本金が少なくても従業員数が多い企
業は、新たに「発注者（規制を受ける側）」として扱わ
れる可能性があります。
　また、発荷主が運送事業者に対して、取引の相手方
への物品の運送を委託する取引も適用対象に追加さ
れました。これは、立場の弱い物流事業者が、荷役や
荷待ちを無償で行わされているなど、荷主・物流事業
者間の問題に対処するものです。
2．「協議に応じない」代金決定の禁止
　受注側から「コストが上がったので価格を見直し
てほしい」と協議を求められた場合、これに応じずに
一方的に代金を据え置くことが明確に禁止されま
す。これまで以上に、発注者は価格転嫁の協議に誠実
に応じることが求められます。

3．手形払いの原則禁止
　手形による支払いが原則として禁止されます。60
日以内の現金払い（またはそれに準ずる方法）への移
行が強く求められることになります。これは受注側
の資金繰りを改善するための重要な措置です。

確認すべき3つの実務

1．自社の適用区分の確認
　新しい基準（従業員数）により、自社が新たに「発注
者」となっている可能性があります。資本金のみなら
ず、従業員基準も確認の上、該当する場合には、購買
担当や経理担当に改めて周知してください。
2．価格交渉の「記録化」
　発注側であれば、価格協議の申し入れがあった際
に、「いつ、誰と、どのような協議を行ったか」を記録
に残すフローが運用されているか確認してくださ
い。誠実に協議した証跡を残すことが、行政調査への
備えとなります。受注側であれば、口頭での要請だけ
でなく、書面やメール等の記録に残る形で協議を申
し入れる運用に切り替えましょう。
3．支払サイトの遵守状況チェック
　手形払いが残っていないか、あるいは支払サイト
が受領日から60日を超えていないか、経理部門と連
携して点検を行ってください。システム設定の変更
漏れなどで、意図せず違反状態になっていないか、最
初の支払いサイクルで必ず確認しましょう。

おわりに

　規制への対応は手間がかかるものですが、適正な
価格で取引を行い、サプライチェーン全体で利益を
循環させることは、結果として自社の持続的な成長
にもつながります。新ルールの下、取引先との信頼関
係を深め、適正な取引環境を維持していくことが、競
争力を高める第一歩となります。

下請法が「取適法」へ！
中小企業が知っておくべき
2026年大改正のポイント 弁護士

片岡淳平氏

札幌シティ法律事務所
札幌市中央区大通西5丁目1-1
桂和大通ビル38　6階
TEL　011-271-5305
FAX　011-271-5309
HP　https://www.sapporocity-law.jp/

5ニュースレポート中央会2026.2



　前回ニュースレポート 10 月号で「PCの話第一回　パーソナルコンピュータの仕組み」としま
して、PCの内部で行われる演算や処理の仕組みをかみ砕いてお話ししました。
　今回は「PCの話第二回　パーソナルコンピュータの仕組みその2」と題しまして、PCの周辺
機器についてお話したいと思います。

周辺機器とは

　PCでは一般的に PC本体とは別に、ケーブルやWi-Fi、Bluetooth（ブルートゥース）などで接
続された装置のことを総称して周辺機器と呼びます。わかりやすく言えばプリンターやキーボー
ド、マウス、デスクトップマシンの場合のモニターなど、本体とは一体になっていないものはすべ
て周辺機器となります。ただし、ノート PCの場合はキーボードと画面であるモニターが一体に
なっている場合が多く、このような場合はキーボードやモニターも含めて本体と称されます。

周辺機器①プリンター

　まずは周辺機器の中でもなじみの深いプリンターの仕組みからお話したいと思います。
　プリンターは大きく分けてドットインパクト方式、感熱式、インクジェット方式、レーザー方式
の4タイプに分けられます。
　ドットインパクト式とは 40 年近く前の PCの黎明期から活躍しているプリンターで、印刷用紙
とインパクトピンと呼ばれる装置に挟まれた、インクの染み込んだ布地のベルト（インクリボン）を
インパクトピンによって用紙に打ち付け、文字を転写する方式です。こうしたプリンターは古い機
種なので現在は使われることが無いかと思いきや、実は今でもあちらこちらで見かけることが多
く、複写式の納品書や請求書など2枚目以降に圧をかけて印字するタイプの用紙に対応できている
のはこのタイプだけです。
　感熱式は家庭用ファクシミリにも使われていたタイプで、100℃前後の温度で黒く変化する感熱
紙と呼ばれる専用の用紙を使うタイプで、高温になるヘッドが用紙の上を移動することで印刷する
仕組みです。現在でもスーパーのレシートなどはこのタイプが使われておりますが、印刷された用
紙が油に触れた場合や年月を経るごとに印字が薄く消えてしまいますので長期保存には向かない欠
点があります。
　インクジェット式は一般的には家庭用プリンターとして普及してきました。仕組みとしてプリン
タヘッドと呼ばれる印字部品に微細な金属製の管が並べられ、管の一本一本にはさらに細かなコイ
ルが巻かれており、印字の都度、該当のコイルに電流が流れ、一瞬でインクを沸騰させ、インクの
沸騰した蒸気圧で用紙に印字する仕組みです。当初はインクのにじみを抑えたり、濃淡を精密に制
御したりすることが出来なかったのですが、その後改良が加えられ、現在では大手出版社や高解像
度写真の業務用印刷を行うレベルまで進化し、高品位印刷の分野では主流となっています。ただ欠
点として長年使用しなかった場合、管の中でインクが乾燥して詰まってしまうため、日頃の手入れ
が必要です。
　最後にレーザー方式ですが、こちらはビジネス用途でカラーコピー機や複合コピーファクシミリ
一体型などで主流になっています。
　仕組みとしては、イエロー（黄）、シアン（青）、マゼンタ（赤）と黒色の4色のトナー（カーボンの

業界こぼれ話
第85回

ちょっと一息
シリーズ

八百屋さんSEが語るITの話　パーソナルコンピュータの仕組みその2
道央青果協同組合　専務理事　星田幸伸　氏
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粉末）を使う方式で PCから印刷情報が送られてくると、静電気を帯びた静電ローラーに文字や数
字の描かれている部分以外をレーザー光線で加熱させて文字、数字の部分に吸着されたトナーを用
紙に圧着転送し、ヒーター過熱によりトナーを熱溶解させ、用紙に吸着させる構造になっていま
す。近年は発色の精度も大変良くなり、写真印刷の品質もとても綺麗になってきました。
　プリンターと PCの接続についてはかつて、シリアルポートと呼ばれる専用の接続規格が用いら
れていましたが、最近はUSB規格やWi-Fi 接続、さらに速度のメリットの多い LAN接続が主流
になってきております。

周辺機器②モニター

　続いて PCでこれら画像表示を行う PC用モニターの
話をしますが、かつて 40 年以上前の PC黎明期のころ
は特にNECのパーソナルコンピュータで家庭用のテレ
ビをモニターとして用いてきた経緯があります。
　少し脱線しますがお付き合いください。当時の家庭用
テレビは今とは全く違っており、ブラウン管（資料1）を
用いたテレビが主流でした。ブラウン管というのは年配
の方には馴染みがありますが、真空管ラジオで用いられ
ている真空管（資料2）の一種で、ブラウン管を用いたテ
レビは現在のテレビとは異なり画面サイズが大きくなるほどテレビの奥行が増し（資料3）、大きい
テレビですと奥行き 50 センチ以上になるものまでありました。テレビの内部には一番大きな部品
であるブラウン管（資料1）が鎮座されており、これは真空管の一種で末端の尖った電子銃（資料1
参照）と呼ばれる部分から電子ビームを放出し、画面側の RGB（レッド、グリーン、ブルー）の蛍光
塗料の塗布された RGBフィルタ画面に正確に照射されます。

　この「正確に照射」するのが家電メーカーの技術の見せ所
で、特にトリニトロン管と言われるソニーの技術を応用したテ
レビ用ブラウン管は RGBの光三原色の隣り合う面に黒の格子
を取付け、色滲みを抑えた際立った発色が特徴でした。
　ここからがテレビ技術の核心部分なのですが、実はブラウン
管式テレビは先ほど申し上げた電子ビームを左上の末端から
30 分の1秒をかけて右下の末端まで 525 本のビームを走らせ
ます。ブラウン管式テレビの場合は、画面が現在主流のスクエ
ア型の液晶パネルやプラズマパネルと違い、少し湾曲した形を
しており、湾曲部分に上下 13 本ずつの電子ビーム軌跡が隠れ
てしまうため実際に見える上下解像度は 499 本の解像度になり
ます。そして、この 499 本の画面走査が完了するのに 30 分の
1秒なので、NHKの時報案内の時には家庭用のビデオデッキ
で 30 回のコマ送りを行うとちょうど 30 回目で秒針が一メモリ
動きます。

　現在のテレビはこの上下の走査線がフルHD画面では 1080 本、左右解像度が 16：9のワイド画
面の場合 1920 本になっており、通常このテレビを2K（1920 ≒ 2000）、3840 本（横）の画面×2160
本（縦）のテレビを4Kテレビ、さらに同じく 7680 本×4320 本のテレビを8Kテレビと称してお
り、これが現在の PCモニターの基本になって技術進化されてきました。
　次回は最近のAI 事情、（AI サーバーの半導体価格高騰や、電力事情、生成AI の仕組み）をお伝
えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

今回は道央青果協同組合 専務理事 星田 幸伸 氏よりご寄稿いただきました。ありがとうございました。次回の掲載をお楽しみに！

資料1

資料2

資料3
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N O M T OI F R A I N

北海道経済産業局からのお知らせです
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N O M T OI F R A I N

北海道労働局からのお知らせです

10 ニュースレポート中央会2026.2



12月の道内景況　情 報 連 絡 員 レ ポ ー ト

主要 DI は前月比増加も、各コストは高止まり。観光客にとどまらず、地元客を取り込む動きも。

製造業
食料品
●12 月も組合員の沖底船（船底網漁の船、当組合員の3社が船を所有）は
荒天が続いて月初より操業できない状態が続き、売上が大きく落ちてい
る。

●各加工場も、主力の帆立加工の減少により（ホタテの漁期は終了してい
るが、通常は在庫を確保し処理を行う）操業低下している。� （網走）

�

●味噌・醤油出荷量

●令和7年 11 月の単月の道内の出荷量は、味噌・醬油ともに悪かった。
1月～11 月の累計でも、味噌・醬油ともに前年比を下回った。

●全国（1月～10 月累計）の出荷量については、味噌は良く、醤油は悪い。

●道内の場合、味噌・醤油ともに全国平均よりも悪く、出荷量も伸び悩み
の状況にある。� （全道）

�

●依然として当市場における水産物については、漁獲が低迷している。道
南の主力漁獲物（いか・さけ・こんぶ）が低迷している状況。ブリは漁獲
が年々減少傾向にあり、代わりに真フグが増えつつある。ブリと同じく
フグは地元になじみのない魚だけに今後漁獲が上がれば加工原料にもつ
ながる商材として期待を持っている。

●水産業並びに水産加工業界はこのままでは一次も二次も共倒れてしまう
状況になりつつあるのではないか。� （函館）

木材・木製品
●11 月期の原木の工場への入荷は、道南、道北地方の生産事業の遅れに
よって多少の影響が出ており、降雪期を迎え、除雪体制を含め運材社の
手配等が整わないなど工場側の苦悩が続いている。

●本州のカラマツ原木に不足感が出ており、道内カラマツの4m採材が
功を奏し、価格が上がり争奪戦となっている。国有林材のトドマツ一般
材については不落不調が顕著に見られ、このことは、国有林道の除雪体
制の影響がある。また、札幌圏におけるアカエゾ、エゾマツについては
苦戦が続いており、不調となっている。

●木質バイオマス原料については順調に集荷されており、価格も高止まり
の傾向である。

　主要DI の推移は、前年同月との比較で、「景況」、「売上高」、「収益状況」のすべてが減少した。
　また、11 月から 12 月の推移は、「景況」、「売上高」、「収益状況」のすべてが増加した。
　情報連絡員によると、製造業では、原料不足や需要低迷により、先行きが不透明との声があった。また、様々な業種で、引き続
き人件費や輸送コストが高止まりしているほか、人手不足で入出荷遅れなど生産活動の遅延も起きているとの報告があった。非製
造業では、例年より降雪量が少なく、気温も高めだったことから、季節商品の需要が減少しているとの報告があった一方、地域に
よっては大雪に見舞われ、業務に影響が発生したとの声もあった。また、年末に向けて各地域で催しや、組合主催のイベント実施
により、地域住民の賑わいが見られたとの報告が寄せられた。

概  況

主要 DI の推移
20.0
10.0
0.0

－10.0
－20.0
－30.0
－40.0
－50.0

景況 売上高 収益状況

R5.12 12111098765432R7.112111098765432R6.1

景況天気図（前年同月比）
全業種 製造業 非製造業

11 月 12 月 前月比 11 月 12 月 前月比 11 月 12 月 前月比

業界の景況 5.2
↗

12.8
↗

1.1
↗△23.8 △18.6 △30.0 △17.2 △20.4 △19.3

売上高 8.6
↗

9.3
↗

7.9
↗△21.4 △12.8 △30.0 △20.7 △16.7 △8.8

収益状況 2.7
↗

6.0
↗

0.9
↗△19.0 △16.3 △23.0 △17.0 △16.7 △15.8

販売価格 3.1
↗

△9.5
↘

9.6
↗19.0 22.1 23.3 13.8 16.7 26.3

取引条件 3.5
↗

0.1
↗

5.5
↗△1.2 2.3 3.3 3.4 △3.7 1.8

資金繰り 6.0
↗

3.3
↗

7.4
↗△6.0 0.0 △6.7 △3.4 △5.6 1.8

雇用人員 △0.7
↘

3.0
↗

△2.6
↘△16.7 △17.4 △13.3 △10.3 △18.5 △21.1

天気図の見方　
各景況項目について
調査月と前年同月を
比較して、「増加」（ま
たは「好転」）したと
いう回答（構成比）か
ら「減少」（または
「悪化」）という回答
（構成比）を差し引い
た値（DI）をもとに作
成。天気の表示は凡
例のとおりです。

（凡例）
30以上

10～29

9～△10

△11～△29

△30以下

味噌出荷量
道内単月出荷量（令和7年 11 月） 89.0％
道内累計出荷量（令和7年1月～11 月） 96.3％
全国累計出荷量（令和7年1月～10 月） 94.0％

醤油出荷量
道内単月出荷量（令和7年 11 月） 97.9％
道内累計出荷量（令和7年1月～11 月） 102.3％
全国累計出荷量（令和7年1月～10 月） 98.8％

� （前年対比）
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●国産スギの原木価格については一部地域で上昇傾向にあり、これに伴っ
て道南スギの価格も回復の兆しが見えてきたところ。4m材の採材で
販路を開拓したことが結果につながったと評価をしている。

●トドマツ製材市況は、先月に引き続き景気後退等の影響により、新規住
宅需要が前月に比べ減少しており、非住宅、土木資材については多少の
動きがあるが、価格は弱気配～保合の状況にある。

●カラマツについては、アメリカの日本に対する関税が一旦落ち着き、梱
包材の受注が入ってきた工場もあり回復傾向であるが、エゾ・トドマツ
は弱含みで推移している。

●合板は、東日本についてはカラマツの原木不足、西日本ではスギの原木
不足であり、このことで北海道の需要の回復につながっている。

●木材業界に限らず、設備更新には今までの投資金額の5割増しが当たり
前になってきている。したがって、設備更新ができるような単価設定を
考えていかなければならない。

●新規の木材（製品）需要先の開拓が急がれると考えている。概ね全ての林
産業界は国内向けの建築、土木、産業用（パレット・梱包）に向けての販
売となっているが、特に建築向けでは販売先が寡占化していることで価
格決定権を失っており、昨今のインフレ下の中でも、木材だけが価格を
上げられない状況となっている。

●建築需要の低迷長期化による中小工務店の廃業・担い手減少。
●原木運送業者の人材不足（ベテラン高齢化）による入出荷遅れで、生産活
動の遅延・収益低下と輸送コスト高騰。

●地方企業の人材不足（人員数、技術力）。
●生産設備老朽化に対する設備維持・更新（機械入手・修繕に要する期間
が不透明）。� （全道）

�

● 12 月も受注は前年とほぼ変わらない数量となった。1月以降も安定し
た受注量が見えているが、先月から続く原料不足により生産側に多少不
安がある状況が続くと思われる。� （十勝）

紙・紙加工品
●今年度の猛暑と少雨の影響で玉葱やジャガイモなどの収穫量が大きく減
少したため、冬期間の需要に大きな影響が予想される。10/1 からの段
ボール原紙・ケースの値上げは、12 月になって少し値上げ交渉に動き
始めたようだが進展は見られない。中小は大手の動きを静観中である。

� （全道）
窯業・土石製品
●12 月の生コン出荷量はおよそ 187 千m3（前年同月比 97.4％）。
●地域別には、前年同月を上回った分会は 27 分会中、13 分会で前年（増
加は 15 分会）を下回った。前年同月と比較して増加したのは岩宇、十勝
地方、北見など。一方、減少したのは札幌、道南、道央などであった。

� （全道）
�

● 11 月の出荷実績数量　前年同月対比 102.329％の増加、累計 163.64％増
加。� （室蘭）

�

●全体的には昨年同程度の出荷量となっているが、釧路地域においては依
然として厳しい状況が続いている。地方においては昨年を上回る状況で
ある。� （釧路）

�

●道央圏では一定の砂利需要があるものの、その他の地域においては公
共・民間工事ともに需要の低迷が続き、採取量を抑える動きが顕在化し
ている。

●販売価格はある程度上昇しているが、人件費や運賃、資材調達コストが
高止まりしていることから、砂利業界全体として厳しさが増している。

●天然砂利の適正な評価及び再生骨材との用途の明確化が必要。�（全道）
鉄鋼・金属
●自動車向けは普通、上下水道向けは悪い。建設機械は持ち直し。建設資
材向けは悪い。加工機械・ロボットはやや悪い。

●引き続き鋳造関連市場は全体的に思わしくない。� （全道）
�

●国内の造船業は、世界市場の回復で受注は好調を維持しているものの、
人手不足で工事遅延の事態も起きていて深刻な課題に直面している。外
国人労働者なしでは日本の造船所は成り立たない状況で、現在は社内工
の三人に一人が外国人で、日本人労働者不足を外国人で補っているのが
現状。� （室蘭）

一般機器
●先月に続き、破産した組合員の機械設備・備品と不用品類の搬出が連日
ある。

●中小企業や中低所得者層を中心とした景気対策・物価高騰対策の速やか
な実施、特に給付型減税の年度内実施が必要。� （札幌）

�

●年末に向けての加工品が増加。ガソリン税率撤廃、泊原発再稼働に期
待。レアアースのからみもあり、2月より資材が値上がりとの連絡が
あった。まだまだ先行きが不透明。� （全道）

非製造業
卸売業
●感染症の流行で検査試薬等の売上が増加。
●新しいビルの竣工が相次ぎ内装資材・什器備品の売上が増加。
●降雪が少なく気温も高めに推移したため、季節商品はやや低調。
●円安の進行が続いて仕入価格は更に上昇、販売単価も上昇傾向となって
いる。

●慢性的な人手不足で特に技術部門の人材確保が難しくなっている。�（札幌）
�

●十勝は、師走 15 日に最大降雪量 51 センチ（帯広・24 時間降雪量）の大
雪に見舞われた。公共交通機関の不通、学校関係の休校などがあった。
ただ昨年2月4日に最大降雪量 124 センチ（帯広・12 時間降雪量）の大
雪を経験しているので、インフラ等々の復旧は早かったかと思う（一部
の物流に一時的な停滞が発生した）。� （帯広）

�

●状況として変わりはないが、11 月、12 月の道内の製紙工場の減産によ
り古紙在庫増となった。� （全道）

�

● 令和7年 12 月の当組合買付高は仲卸、荷受 1,788,148 千円（税抜）で、
先月の 11 月実績額 1,440,701 千円（税抜）より 347,447 千円ほど増加し
た。12 月の大幅な売上増加の背景には根強いインバウンド需要と歳暮
時期が重なった上に、相変わらずの円安による物価高騰があげられる。

� （道央）
�

●当月の菓子卸は、売上高は増加していた。価格上昇が継続しているが、
値上げした商品の買い控えもチョコレートを除き堅調。観光土産菓子
も、外国人観光客が前年よりも増えており順調に推移した。� （全道）

小売業
●前年比較　物販 96.8％、金融 90.1％。
●例年の 12 月と比較して気温が高く雨が降る日が続き、冬季観光の目玉
のスキー場の一部にオープンが遅れる等の影響が出た一方、年末近くに
短時間で観測史上1位タイの大雪を記録するなど、気象の変化が激し
かった。業種別の売上では、キャッシュレス化が進んだ影響からか、高
速道路利用料（ETC）が 112％、病院が 105％と前年を上回ったが、家
具・仏具が 75％、取扱高の大きい衣料品が 84％、単価の値下がりと温
暖による需要の減少で燃料が 91％と減少した。� （旭川）

�

●帯広商工会議所、音更町商工会、幕別町商工会が共催する十勝の冬の風
物詩「とかち年末大売出し 2025」が、12 月1日にスタートした。昨年
に続いて帯広、音更、幕別の広域開催とし、なにかと物入りな年末の消
費拡大につなげる。広域開催によって売上高は昨年 48 億 995 万円、今
年の目標も 48 億円を目指している。既に抽選会場では列ができるなど
賑わいを見せている。消費者にとって、寒い冬の暖かい贈り物になるだ
ろう。� （帯広）

�

●今年の 12 月は久しぶりに繁忙期という言葉がふさわしかった。前半は
中国人と日本人観光客が多く来場した。27 日頃まで特売日のような賑
わいだった。� （小樽）

�

●小売業については前年より悪いといった組合員店が大半で、例年 31 日
まで営業している店舗も今年は早いところで 28 日には年内の営業を終
えるなど、昔のような年末特有の雰囲気が全くなくなったと話してお
り、賑やかなのは今年オープンした大型家電店や食品スーパーを含む商
業タウン、鮮魚店、鮮魚等を販売する集合店舗だけだと話す組合員もい
た。自動車関連の組合員店は暴風雪での事故対応に追われていたそうで
車両販売は前年減。燃料販売店においては、更なるガソリン補助金の増
額から給油頻度が増加したそうで、寒冷地特有の暖機運転が影響してい
るではとのこと。

●販売事業3部門の実績は、旅行業においては 12 月 14 日の暴風雪による
1週間に及ぶ電話回線の断線から業務不能となり取扱いは大きく減少。
携帯電話販売業も電話回線の断線から電話での来店予約が対応不可で新
規販売に大きく影響。断線地域の顧客からは光回線が使えないなど苦情
を受けるも、令和8年3月 31 日の3Gサービス終了に伴う機器の取替
が順調に推移し、結果前年並み。保険業は生保、損保ともに前年をクリ
アしたが、営業訪問での成果はなく既存契約者からの成約、更新という
内訳となっている。� （釧路）

�

●例年より雪が少ない影響からか燃料油、暖房油の需要が少ないため全て
が悪い方向に。� （上川）

�

●組合主催事業として、前年度に初開催したクリスマスイベントを今年度
も実施。組合員である精肉店、生花店、福祉法人による出張販売を実
施。特に精肉店のチキンの販売は来場者からの反応が非常に良く、店舗
の PRにもつながった。

●組合員の高齢化、人手不足が進行している。その影響により、イベント
準備・運営に参加できる組合員が限られている。今後、イベント継続や
新規企画実施における担い手不足が懸念される。� （浦河）

�

●函館市教育委員会の生涯学習事業の受入会場として、おでリハ「函館市
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シニア大学」朝市校を令和4年度から開校しており、今月の 26 日に
2025 年の全日程が終了した。この取組は、地域の高齢者を対象にフレ
イル予防の3つのポイント「運動」・「食事」・「社会参加」を中心に
「知・脳」・「カルチャー」・「ショッピング」・「ランチ」など商業エリア
を活用し、楽しみながら知識や教養を身につけるプログラムとなってい
る。そして、その一環として参加ポイントを設け、獲得ポイントに応じ
て函館朝市の加盟店で利用できる商品券（500 円分）をプレゼントしてい
る。今月一か月の商品券利用額が過去最高の 12 万円を超え、経済規模
では5～6倍くらいの消費効果が見られたように感じる。ここ函館朝市
は、年間を通してインバウンドをはじめとする観光客が主流となってい
るが、それでも暮れのこの時期は近隣の大手スーパーだけではなく、朝
市をご利用いただいているようで、地域の方々にご愛顧いただいている
ことを改めて実感した。� （函館）

�

●毎年、年末商戦が遅くなっていて、ぎりぎりに年末食材が動く。今年は
カニ、タコ、サーモン、ホタテが非常に値上がりし、原価がかなり上
がっている。料理店、居酒屋も忘年会等が少なくなり、年々団体客が少
なくなっている。

●消費税の見直しか、食品のみ消費税をゼロにする施策が必要。�（道央）
�

●売上高は前年比 91％で、年末にかけてお正月用品の需要が想定より伸
びなかったことが一因。� （札幌）

�

●全体的に耐久消費財の買い控えは続いているが、北海道でも冬季のエア
コン販売があり、AVの不振をカバーしている。売上は前年並みで推移
している。� （全道）

�

● 12 月の「和商の日」は、和商券や温泉宿泊券が当たる毎年恒例の富く
じ抽選会を実施し、各店の売上向上にもつながった。和商市場のネット
ショッピングも送料一律料金で5％引きを実施し、昨年よりも 20％増
となり好評だった。運送会社の配達個数も、12 月に入り例年よりも個
数が増えていると報告があり、お歳暮等の送りが増えた。商店街の歳末
大売出しの特賞 10 万円が当たるイベントも大好評であった。地元のお
客様の来店も増え、個人観光客や帰省客が増加した。札幌のコーヒー店
や団子屋、アクセサリー販売、しめ縄、編み物サークルなど、催事の入
店も多数参加していただき、賑わいを見せた。� （釧路）

�

●外資が強く、依然として海外への需要が多い分、国内向けの中古車の仕
入れが難しい状況となっている。� （札幌）

�

●一年間、資材コストが何度も上がって大変苦労した。米の価格も落ち着
かず高騰のまま一年が終わった。来年に向けてなにか希望が持てるもの
を探していきたい。� （全道）

�

●当組合 12 月加工品販売（受託加工）は、計画的な実績を上げている。
●冬季閑散期は、人員の補充をはじめ各種課題解決を協議し、来期へ向け
準備していく。

●町内の動きでは、飲食店1店が年内開店の準備をしている。
●メインの受託加工取引先との取引条件が、来期より従来の手形サイト
（締切より 120 日）から変更され、60 日となる。� （下川）
商店街
●12 月共通駐車券の利用は前年同月比 89.6％、買物共通バス券は前年同
月比 85.0％、共通駐車券は前年比微減。買物共通バス券も前年比微減。
� （帯広）

�

●都心部においては、中国からの団体観光客が激減し、宿泊施設も1月
いっぱいまでキャンセルされているものの、中国からの個人観光客は一
定数いるほか、他地域からの観光客が増加傾向にあり、特に東南アジア
の富裕層の消費に支えられ、経済的な影響はあまり感じられない。中国
のお正月といえる「春節」に向けてさらに注視していく必要がある。市
内地域の各商店街は歳末商戦において活発な活動を展開したが、食料品
の高騰は続いており、住民の財布のひもは固い傾向が続いている。ガソ
リンなどの値下げがどのように他の価格に影響していくのか、これも注
視していきたい。引き続き、政府の物価高対策に期待していきたい。

� （札幌）
サービス業
●今期の累計事業受注量は、前期比で約 10％減少している。これは今年
度前半の落ち込みが響いており、いまだに取り戻せていない。燃料費は
政府の政策によって次第に減少傾向にあるものの、消耗品費、材料費及
び人件費は逆に上昇が続いており、これらは引き続き経営上のリスクと
して捉える必要がある。今後は事業動向に合わせて柔軟に対応していく
必要性を感じており、急激な変動による景気悪化を回避するためにも、
政府主導の中小企業向けの景気対策の継続かつ積極的な実施に期待して
いる。� （全道）

�

●先月と概ね変化なし。冬に向かい燃料用重油の相変わらずの高止まりが
懸念される。� （全道）

�

●好業績企業がAI による業務の効率化を先取りして、特に、米国の大手

テック企業のリストラが顕著なように、日本国内でも人員削減で「雇用
なき成長」に向けて動き出している企業が目立ち始めた。特に、国内大
手企業ではAI 代替の影響が大きいホワイトカラーに対して、AI 活用に
よる業務の効率化を削減正当化の理由にして、今がリストラのチャンス
と捉えて早期退職勧奨を進めている。今まで人手不足を経営課題と捉え
ていた IT 業界でも、AI によるプログラミングの自動化が進み始めて、
数ではなく人材の質の確保が重要になっている。また、既存技術者への
AI 高度教育も必要で、より少ない社員でいかに多くの開発案件をこな
すかが収益上重要なポイントだが、道内の中小 IT 企業で生成AI を積極
的に活用しているケースはまだまだ少ない。使いこなせる人材の不足や
情報漏洩等への懸念が理由だが、今後、業務の効率化や人件費の高騰を
抑えながらの収益確保を考えると、AI の積極的な活用は避けられず、
逆に、早く取り込んで生産性の向上に活かす道内の中小 IT 企業が成長
軌道に乗ることは間違いなさそうだ。� （全道）

�

●宿泊入込数　前年比 107.6％。二次交通対策事業による道内客の集客及
び海外客の増加により、前年比増の集客となった。� （十勝）

�

●資材価格の上昇、人材不足、新規採用者の離職など経営を取り巻く環境
に改善の兆しはなく、現状維持というところ。� （札幌）

�

●官庁工事については先月の状況と特段変わりはない。現在は各官庁にお
いて次年度発注工事の準備を進めているところだが、設備設計の不調問
題により、設計が間に合っていかない状況が懸念される。

●民間工事について北海道内の新規住宅着工数は、令和6年度が約3万件
で、令和7年度が約2万4千件の見通しで前年比2割減だったが、前年
度からの反動と投資用分譲マンションが増加予想で、令和8年度は2万
7千件くらいまで回復すると見込まれている。札幌市内の大型再開発
は、大通の西4南地区市街地や北3条の大型家電量販店跡地ビルなどの
大型案件は着工されたばかりで、電気・設備工事が本格化するのは、令
和9年くらいからとなる。北広島、恵庭、千歳、苫小牧方面の今後の建
築計画はまだまだ増えていく予定。

●販売価格、取引条件、資金繰りなどについては、令和8年1月の「下請
法」改め「取適法」の施行を控え、発注側からの買い叩きの減少、手形
廃止などによる資金繰りの改善等の状況は見られるが、収益状況につい
ては諸物価や人件費の高騰のスピードが早く、なかなか良化しない状況
にある。来年には各電気メーカーの更なる値上げが通知されていて、工
事費のアップが工事発注量の低下につながってくるか懸念するところ。

●補助金制度の運用のあり方について、自治体で補助金がついてからよう
やく工事発注になっても、資材調達の納期や施工人員確保の問題から入
札不調になるケースも稀に見られる。補助金の拠出は「年度内完成」が
原則だが、硬直的ではなく、状況に応じた柔軟な制度運用が必要なとこ
ろ。また、諸官庁の照明 LED化に対する補助金は、2027 年度までの予
定なのか確認はしていないが、人材不足の中で性急に発注することよ
り、長い年数をかけて安定した工事量で発注いただくのが業界としては
ありがたいので、補助金制度の延長について理解が必要となる。�（全道）

�

●いよいよ除雪シーズンに突入し、ここ数年ではもっとも早い 12 月1週
目の出動があった。組合員各社は夏場の業務消化を抱えた状態での対応
に大忙しであったが、2週目以降は天候も落ち着き、なんとか支障なく
年末を迎えたようである。しかし、人員不足や資材の高騰など経営に及
ぼす様々な問題を抱えた状況で年度末を迎えることが最大の懸念材料で
ある。� （北広島）

�

●本格的な降雪期となり、除雪業務を請け負っている組合員は忙しい状況
となっている。今年は、例年になく降雪が早いことに加えて 12 月に
入っての大雪と暖気が重なり、路面及び歩道の除雪作業に組合の業者は
忙しい日々が続いている。

●当市の財政状況は、人件費や資材単価の高騰を始めとする物価高に見舞
われ、新年度予算においては、一般会計で5億円の収支不足が想定され
る中、公共事業予算への影響が危惧される状況となっている。

●当市の基幹産業である農業において、米の収量は 100 を超えていること
に加え、米の仮渡金が3万円と例年の 1.5 倍以上になったことから、農
家さん景気により景況が良くなることを期待する。� （名寄）

運輸業
●27 日頃から荷主（倉庫等）が休業となり、売上としては若干減か。�（小樽）
�

●日用雑貨、食料品等以外の荷動きは良くない。
●農産物の在庫量は少ないが、市場価格が高いため動いている。
●帯広では砂糖の輸送が活発。� （全道）
�

●馬鈴薯・玉葱の荷動きは、生産数量減のため出荷調整を行っており良く
ない。

●日用品、建築資材関連も同様に良くないが、月後半からは年末年始商戦
の食品・雑貨類の動きは良くなった。� （石狩）

�

●売上高は前年同月比（11 月）1.14％減少。
●乗務員数は前年同月比（12 月）0.2％減少。
●11 月分チケット取扱高は前年同月比 8.84％減少。� （旭川）
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江差・北前のひな語り～歴まちのおひなさん～
　江差町歴まち商店街協同組合（伊勢谷彰宏理事
長、組合員 20名）は、北前ひな語り実行委員会と、
江差町内をひな人形で彩る「江差・北前のひな語り」
を2月7日（土）から3月8日（日）まで開催しています。
　同イベントは、閑散期に観光客を呼び込むための
企画を検討していた際、愛知県豊田市足助地区で行
われている「中馬のおひなさん」から着想を得た同
組合の組合員が、江差町でもひな人形で町を賑わせ
る行事を開催しようと発案したことが始まりです。
　拠点となる会場では、大きなひな壇や年代物のひ
な人形などが展示され、ゆったりと鑑賞できるス

ペースも用意され
ています。地元で
代々受け継がれて
きた人形に加え、
道南地域や本州か

ら譲り受けたものも並び、そ
れぞれの歴史や想いが静かに
語りかけてくるようです。
雪が残る季節に、色とりど
りのひな飾りが町を鮮やか
に彩る景色は、観光シーズ
ンとはひと味違う江差町の
魅力を感じられます。
　展示の見学は無料で、事前の予約の必要もなく、
思い立ったときにふらりと立ち寄り、町歩きとあわ
せて気軽に楽しめます。また、着物姿で町を散策し
たり、お茶のもてなしを体験したりと、より深く雰
囲気を味わいたい人に向けた特別な体験プログラム
も用意されています。
　ひな飾りと古い町並みが調和した景色は、冬の江差
町ならではの魅力として親しまれています。皆様も2
月～3月の江差町に来訪の際はぜひお立ち寄りください。

広尾町商工協同組合、 
新ポイントシステム「サプリ」を運用開始！

　サンタクロースの故郷、
ノルウェー・オスロ市から
国内で唯一、サンタランド
認定を受けている広尾町に
ある広尾町商工協同組合
（武藤敏広理事長、組合員
58 名）は、令和7年 12 月

1日（月）から、町内の加盟店で使える新ポイントシ
ステム「サプリ」の運用を開始しました。「サプリ」
は、従来のポイントカード「サンタクラブカード」
を一新したもので、新たなポイントカードとスマホ
アプリが併用できる形となっています。
　同システムでは、現金チャージによるキャッシュ
レス決済が可能となったほか、将来的には町が付与
する行政ポイントの導入も予定されています。ま

た、新たに開発されたアプリ
は、加盟店の情報やクーポン
の受け取りにも使用すること
ができます。
　「サプリ」という名称は、「サンタランド」と「ア
プリケーション」を合わせた造語で、「町の栄養と
なるように」との願いも込められています。
　今回の新システム導入にあたっては、当会の「課
題解決型組合集中支援事業」を活用いただき、行政
ポイント発行に使用する専用端末の導入等が行われ
ました。
　皆様も、広尾
町にお越しの際
はぜひ「サプリ」
を登録して、買
い物などを楽し
んで下さい！

支部だより

十勝支部（帯広市） 所管／十勝総合振興局管内
駐在職員／中條事務所長・山岸主事

道南支部（函館市） 所管／渡島総合振興局・檜山振興局管内
駐在職員／津川事務所長・齋藤主事
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管理者等講習会・後志地区中小企業団体事務長会 
新年会開催
　後志地区中小企業団体事務長会は、1月 23 日
（金）に小樽商工会議所で、アンガーマネジメントの
講習会を開催しました。
　同講習会は、講師にマーブルのキャリアコンサル
タント・瀬川智代氏を迎え、「アンガーマネジメン
トで築く、安心・信頼の職場づくり」と題して、健
全で安全・安心な職場環境づくりを目的に、会員組
合の事務局管理者を対象として実施しました。怒り
の感情が生まれる仕組みや、その感情とどのように
向き合い、適切に対応するかについて、まずはワー
クショップを通じて自分の怒りのタイプを認識しま
した。その上で、アンガーマネジメントの考え方を
もとに、感情を抑え込むのではなく、自身の状態を
冷静に整理し、相手に配慮した伝え方をすることの
重要性が説明され、ハラスメントの未然防止や信頼

関係の構築につながる具体的
な手法が紹介されました。
　参加者からは「日常の職場
対応にすぐに活かせる内容だった」、「共有して健全
な組織作りに役立てたい」、「管理者としての意識を
改める機会になった」といった声が聞かれ、有意義
な講習会となりました。
　講習会終了後には、後志地区事務長会による新年
会も開催され、参加者は
交流を深めながら、情報
交換を行いました。今後
も、組合の職員一人ひと
りが安心して働ける職場
づくりに向けた取組を継
続してまいります。

「生き活きバレンタインキャンドルナイト」開催！
　美幌の冬を彩る恒例行事「生き活きバレンタイン
キャンドルナイト」が、今年も協同組合びほろ生き
活き商店街（佐藤修三理事長、組合員 17 名）の主催
で開催され、2月 14 日（土）午後5時からライト
アップが行われます。
　商店街（美幌町大通北2～4丁目）の道沿いには、
手作りされた数百個のアイスキャンドルやスノー

キャンドルが並べ
られます。夕暮れ
とともに一つひと
つのキャンドルに
火が灯されると、
日中の雪景色とは
一変し、商店街は
幻想的で柔らかな
光に包まれます。

氷の中で揺らめくキャンドル
の炎は、厳しい寒さの中にど
こかほっとするような温かさ
を感じさせてくれます。
　また、バレンタインにちなみ、ハート型のキャン
ドル装飾やフォトスポットの設置も予定されてお
り、ご家族やご友人、大切な方との冬の思い出作り
に最適です。
　例年、先着順でのチョコレート配布など、商店街
の皆様による心温まる「おもてなし」も企画されて
おり、地域の方々が笑顔で交流できる大変貴重な機
会となっております。ぜひご家族やご友人と一緒に
お越しください。
※�天候やその他の事情により、イベント内容が変更
となる場合がございます。
※�問い合わせ：商店街事務局（TEL：0152-73-3107
（久山商店内））※写真は昨年の様子

後志支部（小樽市） 所管／後志総合振興局管内
担当／連携支援部　長谷川主査・齊藤主事

網走支部（網走市） 所管／オホーツク総合振興局管内
駐在職員／尾﨑事務所長・笹島主事
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